
●女性のための相談窓口
　相談専用電話　☎04-7140-8605
　受付時間　毎週火～日曜日
　　　　　　午前9時30分～午後4時
　休 業 日　�月曜日、月曜祝日の場合の翌平日、祝日、年

末年始

●男性のための相談窓口
　相談専用電話　☎043-308-3421
　受付時間　毎週火・水曜日　午後4時～8時
　　　　　　毎週土曜日　午後0時30分～4時30分
　休 業 日　�月曜日、月曜祝日の場合の翌平日、祝日、年

末年始

誰にも言えずにひとりで悩んでいませんか？
～女性・男性のための相談窓口～ 問企画空港課企画政策班　☎84-1279

　千葉県男女共同参画センター　☎043-420-8411

　町では、男女がともに主体的に関わり、意思決定の場で
平等に活躍できる社会を目指して、各種審議会等への女性
の積極的な登用を推進しています。
　この度、令和7年4月1日現在の町の各種審議会等への女
性登用率を取りまとめましたのでお知らせします。
　女性のみなさんがさまざまな分野で活躍し、意思決定の
過程に参画できるよう、積極的な登用を進めていますので、

男女共同参画社会の実現に、ご理解とご協力をお願いしま
す。

女性委員の登用率は？
～持続可能な社会・あらゆる人が暮らしやすい社会の実現に向けて～

問企画空港課企画政策班　☎84-1279

地方自治法（202条の3及び第180条の5）に基づく審議会

審議会等数 うち女性委員のいる
審議会等数 総委員数（人） うち女性委員数（人） 女性比率（％） 目標値（％） 令和6年度

女性比率（％）

29 27 345 104 30.1 40.0 25.1

　千葉県では、母子・父子家庭や寡婦の方の経済的自立を
支援するため、資金の貸付けを行っています。
　申請から貸付けの決定・支払いまで、おおむね2〜3か
月程度かかりますので、余裕を持ってご相談ください。
貸付対象者
・20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母
・20歳未満の児童を扶養している父子家庭の父
・父母のいない20歳未満の児童
・寡婦（配偶者のいない女子で、かつて母子家庭の母であっ
た方）
貸付資金の種類
・修学資金　　　・就学支度資金　・修業資金

・事業開始資金　・事業継続資金　・技能習得資金
・就職支度資金　・医療介護資金　・生活資金
・住宅資金　　　・転宅資金　　　・結婚資金
※各資金ごとに貸付限度額や利率等が異なりますので、詳
しくは、お問い合わせください。

母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度のご案内
問山武健康福祉センター地域福祉課　☎0475-54-0611（代表）

　千葉県男女共同参画センターでは、誰もが自分らしく生きていけるように、さまざまな悩みを抱える女性・男性の相談に
応じています。
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